
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A、どんなことでも大丈夫です。相談してはいけないことはありません。

子育てや介護と仕事の両立、職場での人間関係について、また何をど

こから考えたらよいかわからないといった方もお待ちしております。 

A、自分で考えて書いたものや、これまでの経歴があるとわかりや

すいですが、特に何もお持ちいただかなくても大丈夫です。 

入間市男女共同参画推進センターでは働く女性・働きたい女性のための個別就労相談を

実施しています。 

 

 

Ｑ、どんな時に相談をするのが

良いのでしょうか? 

A、どんな時でも大丈夫です。まだ考えがまとまっていない、漠然とし

た状態でも問題はありません。結婚等、ご自身に転機が訪れた時は

より効果的です。一人で考えていて、誰かに相談したいと思ったとき

はいつでもお越しください。 

Ｑ、相談を受ける時に用意したほうが

いいものはありますか？ 

Ｑ、どんな相談をすればよいの

でしょうか? 

１対 1で、キャリアカウンセラーとお話しできます。 
 

５月・６月の個別就労相談  各回５０分枠（最大５０分。短くても大丈夫です。） 

５月１２日（火）５月２６日（火）６月９日（火）６月２３日（火）①１０時～②１１時～③１３時～④１４時～ 

 

詳しくはホームページをご覧ください。ご予約はＬＩＮＥからもできます。 

【HP詳細】  【LINE 予約】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

男女共同参画週間の期間に合わせて、６月22日（月）午後～６月26日（金）正午までの 

５日間、入間市役所１階市民ホール展示コーナーにて、パネル展を実施します。 

内閣府の男女共同参画推進本部では、毎年６月２３日から２９日

までの１週間「男女共同参画週間」を実施しています。これは、「男

女共同参画社会基本法」の公布・施行日である平成１１年６月２３日

をふまえたものです。 

 

この期間中は、男女共同参画の社会づくりを進めるため、全国的

にさまざまな行事が行われています。 

※詳しくは、内閣府男女共同参画局ホームページ

（http://www.gender.go.jp/）をご覧ください。 

 

★参考 令和7年度  

男女共同参画週間ポスター 

内 容 

 



 

 

▼入間市公式アカウントにも登録をお願いします。 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

変更前   ８時３０分～１７時１５分 

変更後   ９時００分～１６時３０分 

☆ 

☆ 



 

 

女性のための 

毎月第 2・4火曜日 

（祝日除く） 

10:00～15:00（１人約５0 分） 
＊12:00～13:00 を除く 

【予約専用電話】 

℡04-2964-2561 

 面接相談日     電話相談日      個別就労相談日 

            

 

 

 

 

 

 

 

                                             

男女共同参画推進センター アクセス方法 

 

予約制 

毎週水曜日 

10:00～15:00（１人約 3０分） 

＊12:00～13:00 を除く 

【相談直通電話】 

℡04-2964-2545 

男女共同参画推進センター 

毎週月・金曜日 

10:00～15:00（１人約５５分） 

  ＊12:00～13:00 を除く 

【予約専用電話】 

℡04-2964-2561 

予約制 

★女性も男性も共にかがやき、いきいき暮らせる男女共同参画社会の実現に向けて、当センターは 5・6 月に下記事業をおこないます。 

毎週月曜日～金曜日 

（祝日除く） 

8:30～17:15 

【相談窓口】 

℡04-2964-2536 

※７月１日より９:００～１６:３０

に変更になります。 

毎週月曜日～金曜日（祝日除く） 

10:00～15:00（１人約 30 分）＊12:00～13:00 を除く 

【相談窓口】 

℡04-2964-2545 

 


